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の 名 称

むとうようじをはげますかい

武藤容治を励ます会

支

2 主たる事務所の所在地 岐阜県各務原市那加信長町1-91

報 告 書
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政

政

政
党 の

資金
支団

。
政治団体の区分

党 □政治資金規正法第 18条の 2第 1項

部 の規定による政治団体

体 回その他の政治団体

□その他の政治団体の支部

3 代 表 者 の 氏 名
武藤 容治 回

活動区域の区分

2以上の都道府県の区域等 □同一の都道府県の区域内

4会計責任 者 の 氏 名
工藤 智

事務担当者の氏名

佳子

（電話）

（電話）

（電話）

川島

058-389-2711 

資金管理団体の指定の有無

回有

口無

公職の種類衆謡院議員

（現職・候補者の別） （現職）

資金管理団体の届
出をした者の氏名武藤 容治

竺な・¥―
、ええこ` 豆：

4, 6, 1 

資金管理団体の指定の期間

国会議員関係政治団体の区分

回政治資金規正法第19条の 7第 1項

第 1号に係る国会謡員関係政治団体

回政治資金規正法第19条の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者
の 氏 名武藤 容治

公職の種類衆議院議員

（現職・候補者の別） （現職）

公職の候補者
の氏名 (2人目）

公職の種類

（現職・候補者の別）

公職の候補者
の氏名 (3人目）

公職の種類

（現職・候補者の別）

~
ゞ

f
5
-

から

まで
（※複数の期間がある場合2つめ以降の期間）

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

から

まで
（※複数の期間がある場合2つめ以降の期間）

20~3 (0532 0 
" 

i i 
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（その 2) 寂支の状況
1 収支の総括表

収 入 総 額 25,703,207 
（前年からの繰越額） 5,443,192 
（本年の収入額） 20,260,015 

支 出 総 額 20,018,633 
翌年への繰越額 5,684.574 

2 収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額

゜員 数（党費又は会贄を納入した人の数）

゜(2)寄附

ア 寄附（イを除く。）の区分 金 額 備 考

（ア）個人からの寄附 920,000 
（う ち特定寄附）

゜（イ）法人その他の団体からの寄附

゜（ウ）政治団体からの寄附 19,340,000 
小計 （ア） ＋ （イ） ＋ （り） 20,260,000 
（寄附のうち寄附のあっせんによるもの）

゜イ政党匿名寄附

゜合計 （ア＋イ） 20,260,000 
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（その 6)

(6)その他の収入

行番号 摘 要 金 額 備 考

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

ヽ の 頁の 小計

゜
‘ 

1件 10万 円未 満の もの 15 

＾ ロ

計 15 
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（その 7)

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 l．個人

行番号
寄附者の氏名

金 額 年月日
住所（団体にあっては、主たる事務所の所在 職業（団体にあっては、代

備 考（団体にあっては、その名称） 地） 表者の氏名）

1 小島豊司 120,000 R3/5/25 羽島郡岐南町伏屋9-70 会社役員

2 広瀬英昭 50,000 R3/8/23 瑞穂市別府1399-3 会社役員

3 鈴木栄嗣 240,000 R3/9/10 
岐関丑市中量立伍疇一上福6bo-g

会社役員

4 長尾一郎 120,000 R3/9/14 会社役員

5 石井亮一 120,000 R3/9/16 岐畔籠薔邑更至釦函 I-8-:,_o 会社役員

6 堀尾鎖章 10,000 R3/9/17 各務原了藷喜藝恢恩饗更。／1-9 会社役員

—→―--.、· V''I'  

7 丹下忠彰 120,000 R3/9/27 羽島郡／笠てて松＝＞町桜町79 会社役員

岐 阜 應 掠雫ば正 Lシク 1ア
ゞ

8 辻正 120,000 R3/10/29 会社役員ら哭き，主罪ー｛マ＼1店后U l 炉 3
， 高安義英 20,000 R3/12/28 各務原五霞咲ら西8imt浪］2-6D会社役員

10 
、こ

11 

12 

13 

14 

15 

ヽ
の頁の小計 920,000 ヽ

その他の寄附

゜ I願によ1り訂正 1合 計 920,000 
雪雷勺



r ヘ
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(7)寄附の内訳 寄附者の区分 3．政治団体

行番号
寄附者の氏名

金 額 年月日
住所（団体にあっては、主たる事務所の所在 職業（団体にあっては、代

備 考（団体にあっては、その名称） 地） 表者の氏名）

1 、土mハムム＝ 340,000 R3/6/ll 
東凩都千代田区平河町2-5-5全国旅

麻生太郎館会館3階

2 心士）／ム‘^ 工 1,000,000 R3/6/16 
東兄都千代田区平河町2-5-5全国旅

麻生太郎館会館3階

3 武藤容治政経フォーラム 2,000,000 R3/7 /5 各務原市那加信長町1-91 武藤容治

4 武藤容治政経フォーラム 2,000,000 R3/8/2 各務原市那加信長町1-91 武藤容治

5 武藤容治政経フォーラム 2,000,000 R3/8/30 各務原市那加信長町1-91 武藤容治

6 武藤容治政経フォーラム 2,000,000 R3/9/24 各務原市那加信長町1-91 武藤容治

7 心士疇、ハムム工 2,000,000 R3/10/15 
東京都千代田区平河町2-5-5全国旅

麻生太郎館会館3階

8 武藤容治政経フォーラム 7,000,000 R3/12/13 各務原市那加信長町1-91 武藤容治

， 心土ユ＼ノムヽム云 1,000,000 R3/12/16 東京都千代田区平河町2-5-5全国旅
麻生太郎館会館3階

10 

11 

12 

13 

14 

15 

つ一 の 頁の小計 19,340,000 ヽ

そ の他の寄附

゜＾ ロ

計 19,340,000 
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3 支出項目別金額の内訳

(1)支出の総括表

項 目 金 額
備 考

本部又は支部に対して
供与した交付金に係る支出

1 経 常 経 費

(1)人 件 費

゜ ゜(2)光 熱 水 費

゜ ゜(3)備 品 ． 消耗 品費

゜ ゜(4)事 務 所 賽 30,520 

゜小 計 30,520 

゜2 政 治 活 動 費

(1)組 織 活 動 費 988, 113 

゜I 
(2)選 挙 関 係 費

゜ ゜(3)機関紙誌の発行その他の事業費

゜ ゜ア機関紙誌の発行事業費

゜ ゜イ宣 伝 事 業 費

゜ ゜ウ政治資金パーティー開催事業費

゜ ゜工 その他の事業費

゜ ゜(4)調 査 研 究 費

゜ ゜(5)寄 附 ． 交 付 金 19,000,000 

゜(6)そ の 他 の 経 費

゜ ゜小 計 19,988,113 

゜合 計 20.018.633 
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(2)経常経贄（人件費を除く。）の内訳 項 目 別 区 分 4. 事務所喪

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主

備考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

ヽ
の頁 の小計

゜
‘ 

その他の支出 30,520 
合 計 30,520 
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（その15)

(3) 政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1.組織活動費

会合費

行番号 支出の目的 金 額 年月 H 支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主
備 考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

う

の 頁 の 小 計

゜
ヽ

その他の支出 20,850 
合 計 20,850 
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(3) 政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1.組織活動費

会費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主

備考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

1 会費 50,000 R3/4/13 日本会議岐阜県本部 岐阜市薮田南1-11-12

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

一 の 頁の小計 50,000 ‘ 

その他の支出 16,220 
A ロ 計 66,220 



r 

＾ （その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 I刀ヽ
1.組織活動喪

交際賽

行番号 支出の目的 金 額 年月日 支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主
備考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

I 贈答品 21,560 R3/7/18 （荀虎屋 関市本町7-25

2 贈答品 30,000 R3/7/26 僻エコピア平成 関市下之保2503-2

3 贈答品 50,400 R3/8/3 隊養本社 瑞穂市十九条982

4 贈答品 16,900 R3/8/18 （村魚太商店 美濃市殿町50-13

5 贈答品 16,913 R3/8/18 鈴廣かまぼこ隊 神奈川県小田原市風祭245

6 贈答品 92,900 R3/8/23 ブルーベリーファームよしむら 岐阜市柳津町上佐波2-300

7 贈答品 14,610 R3/10/13 腕旅館すぎ山 岐阜市長良73-1

8 贈答品 21,200 R3/ll/9 膝龍の瞳 下呂市萩原町大ヶ洞1068

， 贈答品 54,880 R3/12/20 憫泰秀加藤柿園 本巣市上保1079-2

10 贈答品 81,050 R3/12/20 圃井上農園 本巣市郡府305-2

11 

12 

13 

14 

15 

その他の支出 20,130 
合 計 420,543 
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(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1.組織活動賀

議員連盟会贄

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主

備考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

1 議員連盟活動費 98,000 R3/l/12 武藤容治 各務原市那加信長町1-91

2 議員連盟活動費 96,400 R3/3/10 武藤容治 各務原市那加信長町1-91

3 議員連盟活動贄 95,600 R3/5/20 武藤容治 各務原市那加信長町1-91

4 議員連盟活動費 95,200 R3/7/13 武藤容治 各務原市那加信長町1-91

5 謡員連盟活動費 95,300 R3/9/10 武藤容治 各務原市那加信長町1-91

6 

7 

8 

， 
10 

II 

12 

13 

14 

15 

アー の 頁の小計 480,500 ‘一

その他の支出

゜合 計 480,500 
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（その15)

(3)政治活動喪の内訳 項 目 別
8. 寄附・交付金

区 分
寄付金

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主

備考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

1 寄付 2,000,000 R3/2/12 自由民主党岐阜県第三選挙区支部 各務原市那加信長町1-91

2 寄付 2,000,000 R3/4/6 自由民主党岐阜県第三選挙区支部 各務原市那加信長町1-91

3 寄付 2,000,000 R3/6/18 自由民主党岐阜県第三選挙区支部 各務原市那加信長町1-91

4 寄付 2,000,000 R3/7/5 自由民主党岐阜県第三選挙区支部 各務原市那加信長町1-91

-5 寄付 2,000,000 R3/8/18 自由民主党岐阜県第三選挙区支部 各務原市那加信長町1-91

6 寄付 2,000,000 R3/8/30 自由民主党岐阜県第三選挙区支部 各務原市那加信長町1-91

7 寄付 2,000,000 R3/9/24 自由民主党岐阜県第三選挙区支部 各務原市那加信長町1-91

8 寄付 2,000,000 R3/12/6 自由民主党岐阜県第三選挙区支部 各務原市那加信長町1-91

， 寄付 3,000,000 R3/12/13 自由民主党岐阜県第三選挙区支部 各務原市那加信長町1-91

10 

11 

12 

13 

14 

15 

この頁の小計 19,000,000 
その他の支出

゜ムに 計 19,000,000 



（その17) 誓産 等 の 状へ況
1 資産等の総括表

資産等の有無

資産等の項 目 別区分 有 無 備 考

ア土 典 ロ 巨l

イ 建 惣 口 回

ウ 建惣I!)_所直生且的上土ゑ地上樋又は土拙竺賃備権 ロ 回

工取祉竺価 堕 企 l Q Q 互 巴生超冬ゑ動産 口 回

ォ預金口を通預金及迂当座頂金生除こ"-l.
又は腔金（羞通腔金生腔＄"-2 ロ 回

力 金 銭 信 託 ロ 回

キ宜 価 証 洗 ロ 回

ク 出 査 に よ ゑ 権 利 ロ 回

ケ貸蝕去二上但残画巫lQQ_互巴生超冬ゑ貸位傘 ロ 回

コ 文 払 ね狂迄金額巫凶9互巴生超よ五敷金 ロ 回

サ
取得の価額が100万巴を超える施設の利民に関する権 口 回

到

シ備ム生二上旦残西企lQQ互巴生超広ゑ備ム金 口 回



r 
（その20) 宣 臨

芦

（ 

添付書類（別添のとおり）

回 1 領収書等の写し

ロ 2 監査意見書（政党及び政治資金団体に限る。）

回 3 政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和4年 5月 27日

政治団体の名称 武藤容治を励ます会

会計責任者の氏名 工藤 智 曇
代表者の氏名 （代表者については解散時のみ記入すること）

（印）
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武
藤

容
治

を
励

ま
す

会

代
表

武
藤

容
治

殿

：
録

政
；

台
資

：
監

査
：

t
三

竺
曇

研
修

修
了

年
月

日
平

成
21

年
6
月

16
日

1
 
監
査
の
概
要

(
1
)

私
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

1
9
条
の

1
3
第

1
項
の
規

定
に

基
づ

き
、

武
藤

容
治

を
励

ま
す

会
の

令
和

3
年

に
係

る
法

第
1
2
条
第

1
項
に
規

定
す

る
収

支
報

告
書

の
す

べ
て

の
期

間
を

対
象

と
し

て
、

当
該

収
支

報
告

書
並

び
に

当

該
収

支
報

告
書

に
係

る
会

計
帳

簿
、

明
細

書
、

領
収

書
等

、
領

収
書

等
を

徴
し

難
か

っ

た
支

出
の

明
細

書
、

振
込

明
細

書
及

び
振

込
明

細
書

に
係

る
支

出
目

的
書

（
支

出
の

目

的
が
記
載
さ
れ
た
振
込
明
細
書
の
写
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
支
出
に
関

す
る
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
。

(
2
)

こ
の

政
治

資
金

監
査

は
、

法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

政

治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
定
め
る
「
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
」
（
以
下

「
政
治
資
金
監
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
行
っ
た
。

(
3
)

私
の

責
任

は
、

外
部

性
を

有
す

る
第

三
者

と
し

て
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

の
会

計
責

任
者

の
作

成
又

は
徴

取
し

た
収

支
報

告
書

並
び

に
当

該
収

支
報

告
書

に
係

る
会

計

帳
簿

、
明

細
書

、
領

収
書

等
、

領
収

書
等

を
徴

し
難

か
っ

た
支

出
の

明
細

書
、

振
込

明

細
書

及
び

振
込

明
細

書
に

係
る

支
出

目
的

書
に

つ
い

て
、

政
治

資
金

監
査

マ
ニ

ュ
ア

ル

に
基
づ
き
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
あ
る
。

(
4
)

こ
の

政
治

資
金

監
査

は
、

武
藤

容
治

を
励

ま
す

会
の

主
た

る
事

務
所

に
お

い
て

行
っ

た。

2
 
監
査
の
結
果

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
1
)

法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項

第
1
号

に
規

定
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

会
計

帳
簿

、
領

収
書
等
及
び
振
込
明
細
書
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。



(
2
)

法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項
第

2
号

に
規

定
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

会
計

帳
簿

に
は

当
該

国
会

厳
員

関
係

政
治

団
体

に
係

る
そ

の
年

に
お

け
る

支
出

の
状

況
が

記
載

さ
れ

、

か
つ

、
当

該
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
の

会
計

責
任

者
が

当
該

会
計

帳
簿

を
備

え
て

い

た。

(
3
)

法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項
第

3
号

に
規

定
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

法
第

1
2
条

第

1
項

に
規

定
す

る
報

告
書

は
、

会
計

帳
簿

、
領

収
書

等
及

び
振

込
明

細
書

に
基

づ
い

て

支
出
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。

(
4
)

法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項
第

4
号

に
規

定
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

領
収

書
等

を
徴

し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
等
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
。

（ 

3
 
業

務
制

限

武
藤

容
治

を
励

ま
す

会
と

私
と

の
間

に
は

、
法

第
1
9
条
の

1
3
第

5
項

の
規

定
に

違

反
す
る
事
実
は
な
い
。

以
上

（ 


